
○
総
務
省
告
示
第
二
百
三
十
三
号 

標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
八

十
七
号
）
第
三
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
四
項
、
第
十
七
条
（
第
二
十
四
条
、
第
二
十
四
条
の
七
、
第

三
十
二
条
、
第
五
十
六
条
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
七
条
及
び
第
八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
二
十
四
条
の
三
第
四
項
、
第
二
十
七
条
第
四
項
、
第
三
十
六
条
第
五
項
、
第
四
十
六
条
、
第
五
十
八
条
第
五
項
（
第

八
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
別
表
第
四
十
二
号
の
３
別
記
１
注
１
の
規
定
に
基
づ
き
、
関

連
情
報
の
構
成
及
び
送
出
手
順
、
Ｐ
Ｅ
Ｓ
パ
ケ
ッ
ト
、
セ
ク
シ
ョ
ン
形
式
、
Ｔ
Ｓ
パ
ケ
ッ
ト
、
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
、
Ｕ
Ｌ

Ｅ
パ
ケ
ッ
ト
、
Ｍ
Ｍ
Ｔ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
、
圧
縮
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
及
び
Ｔ
Ｌ
Ｖ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順
、
伝
送
制
御
信
号
及

び
識
別
子
の
構
成
並
び
に
緊
急
情
報
記
述
子
及
び
緊
急
警
報
放
送
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
構
成
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成 

 

二
十
六
年
七
月
三
日
か
ら
適
用
す
る
。 

な
お
、
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
九
十
九
号
（
関
連
情
報
の
構
成
及
び
送
出
手
順
、
Ｐ
Ｅ
Ｓ
パ
ケ
ッ
ト
、

セ
ク
シ
ョ
ン
形
式
、
Ｔ
Ｓ
パ
ケ
ッ
ト
、
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
及
び
Ｔ
Ｌ
Ｖ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順
、
伝
送
制
御
信
号
及
び
識

別
子
の
構
成
並
び
に
緊
急
情
報
記
述
子
の
構
成
を
定
め
る
件
）
は
、
平
成
二
十
六
年
七
月
三
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

 

平
成
二
十
六
年
七
月
三
日 

総
務
大
臣
臨
時
代
理 

 
 

 
 

国
務
大
臣 

田
村 

憲
久 

 

一 

 



１ 

関
連
情
報
の
構
成
及
び
送
出
手
順 

一 

共
通
情
報
の
う
ち
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成

二
十
三
年
総
務
省
令
第
八
十
七
号
。
以
下
「
標
準
方
式
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
号
に
関
す
る
も
の
（
以
下
「

Ｅ
Ｃ
Ｍ
」
と
い
う
。
）
は
、
番
組
に
関
す
る
情
報
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
を
解
く
た
め
の
鍵
情
報
及
び
受
信
機
の
ス
ク

ラ
ン
ブ
ル
を
解
く
機
能
の
強
制
的
な
切
替
え
を
指
令
す
る
制
御
情
報
と
し
、
そ
の
構
成
及
び
送
出
手
順
は
別
表
第

一
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

二 

共
通
情
報
の
う
ち
、
標
準
方
式
第
八
条
第
二
号
に
関
す
る
も
の(

以
下
「
Ａ
Ｃ
Ｉ
」
と
い
う
。)

は
、
番
組
に
関

す
る
情
報
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
を
解
く
た
め
の
鍵
情
報
及
び
受
信
機
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
を
解
く
機
能
の
強
制
的
な
切

替
え
を
指
令
す
る
制
御
情
報
と
し
、
Ａ
Ｃ
Ｉ
構
成
を
示
す
プ
ロ
ト
コ
ル
番
号
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
の
運
用
主
体
を
識

別
す
る
事
業
体
識
別
及
び
Ａ
Ｃ
Ｉ
に
含
む
情
報
を
暗
号
化
す
る
た
め
に
用
い
る
暗
号
鍵
を
識
別
す
る
暗
号
鍵
識
別

を
含
む
も
の
と
し
、
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
三
百
一
号
（
映
像
信
号
の
う
ち
セ
ク
シ
ョ
ン
形
式
に
よ
る
も

の
及
び
音
声
信
号
の
う
ち
セ
ク
シ
ョ
ン
形
式
に
よ
る
も
の
の
送
出
手
順
を
定
め
る
件
）
第
２
項
に
示
す
モ
ジ
ュ
ー

ル
と
し
て
伝
送
す
る
も
の
と
す
る
。 

三 

共
通
情
報
の
う
ち
、
標
準
方
式
第
四
十
七
条
に
関
す
る
も
の
は
、
番
組
に
関
す
る
情
報
、
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
を
解

く
た
め
の
鍵
情
報
及
び
当
該
情
報
を
示
す
制
御
情
報
（
鍵
管
理
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
情
報
を
除
く
。
以
下
「
Ｅ

Ｃ
Ｍ
―
Ｍ
」
と
い
う
。
）
並
び
に
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
鍵
管
理
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
情
報

二 

 



（
以
下
「
Ｅ
Ｉ
Ｍ
―
Ｍ
」
と
い
う
。
）
と
し
、
そ
れ
ら
の
構
成
及
び
送
出
手
順
は
別
表
第
二
号
に
示
す
と
お
り
と

す
る
。 

四 
個
別
情
報
（
以
下
「
Ｅ
Ｍ
Ｍ
」
と
い
う
。
）
は
、
国
内
受
信
者
の
個
別
の
契
約
情
報
及
び
共
通
情
報
の
暗
号
を

解
く
た
め
の
鍵
情
報
と
し
、
そ
の
構
成
及
び
送
出
手
順
は
別
表
第
三
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

Ｐ
Ｅ
Ｓ
パ
ケ
ッ
ト
、
セ
ク
シ
ョ
ン
形
式
、
Ｔ
Ｓ
パ
ケ
ッ
ト
、
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
、
Ｕ
Ｌ
Ｅ
パ
ケ
ッ
ト
、
Ｍ
Ｍ
Ｔ
Ｐ
パ

ケ
ッ
ト
、
圧
縮
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
及
び
Ｔ
Ｌ
Ｖ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順 

一 

Ｐ
Ｅ
Ｓ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順
は
、
別
表
第
四
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

二 

セ
ク
シ
ョ
ン
形
式
の
送
出
手
順
は
、
別
表
第
五
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

三 

Ｔ
Ｓ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順
は
、
別
表
第
六
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

四 

Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順
は
、
別
表
第
七
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

五 

Ｕ
Ｌ
Ｅ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順
は
、
別
表
第
八
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

六 

Ｍ
Ｍ
Ｔ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順
は
、
別
表
第
九
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

七 

圧
縮
Ｉ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順
は
、
別
表
第
十
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

八 

Ｔ
Ｌ
Ｖ
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順
は
、
別
表
第
十
一
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

３ 

ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
フ
レ
ー
ム
、
デ
ー
タ
チ
ャ
ネ
ル
Ｍ
Ａ
Ｃ
プ
ロ
ト
コ
ル
カ
プ
セ
ル
及
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
プ
ロ
ト
コ

ル
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順 

三 

 



一 

ト
ラ
ン
ス
ポ
ー
ト
フ
レ
ー
ム
の
送
出
手
順
は
、
別
表
第
十
二
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

二 

デ
ー
タ
チ
ャ
ネ
ル
Ｍ
Ａ
Ｃ
プ
ロ
ト
コ
ル
カ
プ
セ
ル
の
送
出
手
順
は
、
別
表
第
十
三
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

三 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
プ
ロ
ト
コ
ル
パ
ケ
ッ
ト
の
送
出
手
順
は
、
別
表
第
十
四
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

４ 

伝
送
制
御
信
号
（
標
準
方
式
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
五
十
八
条
第
四
項
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
識

別
子
（
標
準
方
式
第
五
十
八
条
第
五
項
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
構
成 

一 

Ｐ
Ａ
Ｔ
の
構
成
は
、
別
表
第
十
五
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

二 

Ｐ
Ｍ
Ｔ
の
構
成
は
、
別
表
第
十
六
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

三 

Ｃ
Ａ
Ｔ
の
構
成
は
、
別
表
第
十
七
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

四 

Ｎ
Ｉ
Ｔ
の
構
成
は
、
別
表
第
十
八
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

五 

Ａ
Ｍ
Ｔ
の
構
成
は
、
別
表
第
十
九
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

六 

Ｉ
Ｎ
Ｔ
の
構
成
は
、
別
表
第
二
十
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

七 

前
各
号
に
規
定
す
る
伝
送
制
御
信
号
（
標
準
方
式
第
三
十
六
条
第
二
項
及
び
第
五
十
八
条
第
四
項
に
関
す
る
も

の
を
除
く
。
）
に
よ
り
伝
送
さ
れ
る
記
述
子
の
構
成
は
、
別
表
第
二
十
一
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

八 

識
別
子
（
標
準
方
式
第
五
十
八
条
第
五
項
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
構
成
は
、
別
表
第
二
十
二
号
に
示
す

と
お
り
と
す
る
。 

５ 

伝
送
制
御
信
号
（
標
準
方
式
第
三
十
六
条
第
二
項
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
Ｐ
Ｐ
Ｃ
情
報
の
構
成 

四 

 



一 

Ｆ
Ｄ
Ｍ
の
構
成
は
、
別
表
第
二
十
三
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

二 

Ｅ
Ｎ
Ｌ
Ｄ
Ｍ
の
構
成
は
、
別
表
第
二
十
四
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

三 
Ｏ
Ｉ
Ｓ
の
構
成
は
、
別
表
第
二
十
五
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

四 

Ｐ
Ｐ
Ｃ
情
報
の
構
成
は
、
別
表
第
二
十
六
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

６ 

伝
送
制
御
信
号
（
標
準
方
式
第
五
十
八
条
第
四
項
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
識
別
子
（
標
準
方
式
第
五
十

八
条
第
五
項
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
構
成 

一 

Ｐ
Ａ
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
構
成
は
、
別
表
第
二
十
七
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

二 

Ｍ
２
セ
ク
シ
ョ
ン
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
構
成
は
、
別
表
第
二
十
八
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

三 

Ｃ
Ａ
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
構
成
は
、
別
表
第
二
十
九
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

四 

前
各
号
に
規
定
す
る
伝
送
制
御
信
号
（
標
準
方
式
第
五
十
八
条
第
四
項
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
伝

送
さ
れ
る
記
述
子
の
構
成
は
、
別
表
第
三
十
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

五 

識
別
子
（
標
準
方
式
第
五
十
八
条
第
五
項
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
構
成
は
、
別
表
第
三
十
一
号
に
示
す

と
お
り
と
す
る
。 

７ 

緊
急
情
報
記
述
子
の
構
成 

一 

Ｐ
Ｅ
Ｓ
パ
ケ
ッ
ト
に
よ
り
伝
送
す
る
緊
急
情
報
記
述
子
の
構
成
は
、
別
表
第
二
十
一
号
別
記
第
十
一
に
示
す
と

お
り
と
す
る
。 

五 

 



二 

Ｍ
Ｍ
Ｔ
Ｐ
パ
ケ
ッ
ト
に
よ
り
伝
送
す
る
緊
急
情
報
記
述
子
の
構
成
は
、
別
表
第
三
十
号
別
記
第
五
に
示
す
と
お

り
と
す
る
。 

８ 
緊
急
警
報
放
送
メ
ッ
セ
ー
ジ 

緊
急
警
報
放
送
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
構
成
は
、
別
表
第
三
十
二
号
に
示
す
と
お
り
と
す
る
。 

六 

 



 

七
 

別表第一号 ＥＣＭの構成及び送出手順 

ヘッダ部 ＥＣＭ ＣＲＣ 

64 ８×Ｎ 32 

 送出順   

注１ 単位の指定のない数字は、その領域のビット数を示すものとする。以下同じ。 

２ 「0x」に続く数字を 16 進数とする。以下同じ。 

３ 各領域は、最上位ビットから最下位ビットの順に伝送するものとする。以下同じ。 

４ ＥＣＭの伝送は、別表第五号に示すセクション形式のうち拡張形式によるものとする。 

５ ヘッダ部内の「テーブル識別子」の値は、ＥＣＭを示す 0x82 又は 0x83 とし、「テーブル識

別子拡張」はＥＣＭに含まれる情報の種別を識別するために使用する領域とする。 

６ ＥＣＭは、次表に示すものを含む情報により構成されるものとする。ただし、標準方式第５

章第３節及び第６章第５節に定めるデジタル放送を行う場合は、プロトコル番号、事業体識別

及び年月日時分を、標準方式第６章第２節に定めるデジタル放送を行う場合は、事業体識別を

含まないことができる。なお、プロトコル番号、事業体識別及び暗号鍵識別以外の情報は、暗

号鍵識別により識別される暗号鍵を用いて暗号化することができることとする。 

項目 

 



 

八
 

プロトコル番号 

事業体識別 

暗号鍵識別 

スクランブルの解除に用いる鍵 

年月日時分 

別表第二号 ＥＣＭ－Ｍ及びＥＩＭ－Ｍの構成及び送出手順 

１ ＥＣＭ－Ｍの構成及び送出手順 

メッセージ識別 ＥＣＭ－Ｍ 

８ 

送出順 

 

注１ メッセージ識別の値は、ＥＣＭ－Ｍを示す 0x01 とする。 

２ ＥＣＭ－Ｍは、次表に示すものを含む情報により構成されるものとする。ただし、鍵シーケ

ンス識別は、スクランブルの解除に用いる鍵を識別するために使用するものとする。 

項目 

鍵管理システム識別 

事業体識別 

鍵シーケンス識別 

  

 



 

九
 

２ ＥＩＭ－Ｍの構成及び送出手順 

メッセージ識別 ＥＩＭ－Ｍ１ ＥＩＭ－Ｍ２ … ＥＩＭ－Ｍｎ 

８ 

送出順 

48×ｎ 
   

注１ メッセージ識別の値は、ＥＩＭ－Ｍを示す 0x05 とする。 

２ ＥＩＭ－Ｍは、次表に示すものを含む情報により構成されるものとする。ただし、フロー識

別は、放送番組を構成する符号化信号を識別するために使用するものとする。 

項目 

フロー識別 

鍵シーケンス識別 

偶数・奇数識別 

スクランブル種別 

別表第三号 ＥＭＭの構成及び送出手順 

ヘッダ部 ＥＭＭ１ ＥＭＭ２ … ＥＭＭｎ ＣＲＣ 

64 

 送出順 

８×Ｎ 32 

注１ ＥＭＭの伝送は、別表第五号に示すセクション形式のうち拡張形式によるものとし、その範

囲内で、ＥＭＭは複数多重できるものとする。 

 



 

一
〇
 

２ ヘッダ部内の「テーブル識別子」の値はＥＭＭを示す 0x84 又は 0x85 とし、「テーブル識別

子拡張」はＥＭＭに含まれる情報の種別を識別するために使用する領域とする。 

３ 標準方式第２章から第５章まで並びに第６章第３節及び第５節に定めるデジタル放送におい

て、受信機へメッセージ情報を伝送するための情報（以下「ＥＭＭメッセージ」という。）が

ＥＭＭに含まれる場合は、ヘッダ部内の「テーブル識別子」の値は 0x85 とし、「テーブル識

別子拡張」は注２にかかわらず、ＥＭＭメッセージが個別の受信機向けの場合には 0x0000 と

し、全受信機向けの場合には 0x0001～0xFFFF とする。 

４ ＥＭＭは、ＥＭＭメッセージ又は次表に示すものを含む情報により構成されるものとする。

ただし、標準方式第５章第３節及び第６章第５節に定めるデジタル放送を行う場合は、デコー

ダ識別番号を識別番号とし、プロトコル番号を含まないことができる。なお、標準方式第５章

第３節及び第６章第５節に定めるデジタル放送を行うもの以外のもののプロトコル番号以外の

情報並びに標準方式第５章第３節及び第６章第５節に定めるデジタル放送を行うものの識別番

号以外の情報は、暗号化することができることとする。 

項目 

デコーダ識別番号 

プロトコル番号 

別表第四号 ＰＥＳパケットの送出手順 

 



 

一
一
 

ヘッダ部 ヘッダ拡張部 データ部 

パケット開始コ

ードプリフィッ

クス 

ストリーム識別

子 

ＰＥＳパケット

長 

ＰＥＳヘッダ 

オプション 

スタッフィング

バイト 
データ 

24 

送出順 

８ 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

注１ パケット開始コードプリフィックスの値は、ＰＥＳパケットの開始を示す 0x000001 とする。 

２ ストリーム識別子は、エレメンタリーストリーム（符号化された信号をいう。以下同じ。）

の種類及び番号を識別するために使用する領域とし､割当ては別記に示すとおりとする。 

３ ＰＥＳパケット長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。ただし、ペ

イロードが映像エレメンタリーストリームである ＰＥＳパケットであって、ＰＥＳパケット

長が規定されておらず境界がない場合は‘０’とする。 

４ ＰＥＳヘッダオプションは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.0 に従うものとする。 

  ５ スタッフィングバイトの値は 0xFF とし、その領域のバイト数は 32 バイト以下とする。 

別記 ストリーム識別子 

値  割当て  

0xBC プログラムストリームマップ 

0xBD プライベートストリーム１ 

 



 

一
二
 

0xBE パディングストリーム 

0xBF プライベートストリーム２ 

‘110xxxxx’ 
ＩＳＯ／ＩＥＣ  13818-3、ＩＳＯ／ＩＥＣ  11172-3、ＩＳＯ／ＩＥＣ 
13818-7 又はＩＳＯ／ＩＥＣ 14496-3 の音声ストリーム番号‘xxxxx’ 

‘1110xxxx’ 

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ .262、ＩＳＯ／ＩＥＣ  11172-2、ＩＳＯ／ＩＥＣ 

14496-2、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.264 又はＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ．265 の映像スト

リーム番号‘xxxx’ 

0xF0 ＥＣＭストリーム 

0xF1 ＥＭＭストリーム 

0xF2 
ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.0 附属書Ａ又はＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-6 で定義さ

れるＤＳＭＣＣストリーム 

0xF3 ＩＳＯ／ＩＥＣ 13522 で定義されるストリーム 

0xF4 ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.1 type A 

0xF5 ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.1 type B 

0xF6 ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.1 type C 

0xF7 ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.1 type D 

0xF8 ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.1 type E 

0xF9 補助ストリーム 

0xFA ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496-1 で定義されるＳＬパケット化ストリーム 

0xFB ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496-1 で定義されるフレックスマックスストリーム 

0xFC メタデータストリーム 

 



 

一
三
 

0xFD 拡張ストリームＩＤ 

0xFE 未定義 

0xFF プログラムストリームディレクトリ 

注 ‘ ’で囲まれた数字は、２進数とする。以下同じ。 

別表第五号 セクション形式の送出手順 

１ 通常形式 

ヘッダ部  

テーブル識別子 セクションシンタクス指示 ‘１’ ‘11’ セクション長 データ 

８ １ １ ２ 12 ８×Ｎ 

  送出順      

２ 拡張形式 

ヘッダ部   

テ ー ブ ル

識別子 

セ ク シ

ョ ン シ

ン タ ク

ス指示 

‘１’ ‘11’ 
セクシ

ョン長 

テーブ

ル識別

子拡張 

‘11’ 
バージョ

ン番号 

カレン

トネク

スト指

示 

セクシ

ョン番

号 

最終セ

クショ

ン番号 

データ ＣＲＣ 

８ １ １ ２ 12 16 ２ ５ １ ８ ８ ８×Ｎ 32 

 送出順   

注１ テーブル識別子は、セクションが属するテーブルの識別のために使用する領域とする。 
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四
 

２ セクションシンタクス指示は、通常形式及び拡張形式の種別を識別するための領域とし、通

常形式の場合は‘０’、拡張形式の場合は‘１’とする。 

３ セクション長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。ただし、この値

は、4093 を超えてはならない。 

４ テーブル識別子拡張は、テーブル識別子の拡張を行う領域とする。 

５ バージョン番号は、テーブルのバージョン番号を書き込む領域とする。 

６ カレントネクスト指示は、テーブルが現在使用可能である場合は‘１’とし、テーブルが現

在使用不可であり次に有効となることを示す場合は‘０’とする。 

７ セクション番号は、テーブルを構成するセクション番号を書き込む領域とする。 

８ 最終セクション番号は、テーブルを構成する最後のセクション番号を書き込む領域とする。 

９ ＣＲＣは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.0 に従うものとする。 

別表第六号 ＴＳパケットの送出手順 

188 バイト 

ヘッダ部  

 



 

一
五
 

同期バイ

ト 

トランス

ポートエ

ラーイン

ジケータ

ー 

ペイロード

ユニット開

始インジケ

ーター 

トランスポ

ート優先度 
ＰＩＤ 

トランス

ポートス

クランブ

ル制御 

アダプテー

ションフィ

ールド制御 

連続性 

指標 

アダプテーション

フィールド／ペイ

ロード部 

８ １ １ １ 13 ２ ２ ４  

送出順        

注１ 同期バイトは、0x47 とする。 

２ トランスポートエラーインジケーターは、ＴＳパケット内のビットエラーの有無を示すフラ

グとし、‘１’のとき、少なくとも１ビットの訂正不可能なエラーがＴＳパケットに存在する

ことを示すものとする。 

３ ペイロードユニット開始インジケーターは、‘１’のとき本ＴＳパケットのペイロードの開

始点がＰＥＳパケットの開始点又はポインタであることを示すものとする。 

４ トランスポート優先度は、同一のＰＩＤを持つパケットの中での優先度を示すフラグで、

‘１’が優先を示すものとする。 

５ ＰＩＤは、ペイロードのデータの種類を識別するために使用する領域とし、割当ては別記第

１に示すとおりとする。 

６ トランスポートスクランブル制御は、ＴＳパケットのペイロードのスクランブルモードを識

 



 

一
六
 

別するために使用する領域とし、その値は別記第２に示すとおりとする。 

７ アダプテーションフィールド制御は、アダプテーションフィールド／ペイロード部の構成を

示すために使用する領域とし、その値は別記第３に示すとおりとする。 

８ 連続性指標は、同一のＰＩＤの値を持つＴＳパケットの順序を指定する領域とし、‘0000’

を開始値として１ずつ増加し、‘1111’の次は‘0000’とする。ただし、同一ＴＳパケットの

連送は２回までとし、この場合当該値を増加させないこととする。 

９ アダプテーションフィールドは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.0 に従うものとする。 

別記第１ ＰＩＤの割当て 

値 説明 

0x0000 ＰＡＴ 

0x0001 ＣＡＴ 

0x0002-0x000F 未定義 

0x0010 ＮＩＴ 

0x0011-0x1FFE ＰＡＴ、ＣＡＴ、ＮＩＴ及びヌルパケット以外に割り当てることができる領域 

0x1FFF ヌルパケット 

別記第２ スクランブル制御値 

値 説明 

‘00’ スクランブルなし 

‘01’ 未定義 
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‘10’ 偶数鍵 

‘11’ 奇数鍵 

別記第３ アダプテーションフィールド制御値 

値 説明 

‘00’ 未定義 

‘01’ アダプテーションフィールドなし、ペイロードのみ 

‘10’ アダプテーションフィールドのみ、ペイロードなし 

‘11’ アダプテーションフィールドの次にペイロード 

別表第七号 ＩＰパケットの送出手順 

１ ＩＰｖ４パケット 

ＩＰｖ４へッダ部 ＵＤＰヘッダ部 データ部 

 64 ８×Ｎ 

  送出順   

注１ ＩＰｖ４ヘッダ部の構成は、別記第１に示すとおりとする。 

２ ＵＤＰヘッダ部の構成は、別記第２に示すとおりとする。 

２ ＩＰｖ６パケット 

ＩＰｖ６ヘッダ部 ＵＤＰヘッダ部 データ部 

 64 ８×Ｎ 

送出順   
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注１ ＩＰｖ６ヘッダ部の構成は、別記第３に示すとおりとする。 

２ ＵＤＰヘッダ部の構成は、別記第２に示すとおりとする。 

別記第１ ＩＰｖ４ヘッダ部の構成 

バージョン ヘッダ長 サービス種別 パケット長 識別子 フラグ 
フラグメント

オフセット 
生存時間 

４ ４ ８ 16 16 ３ 13 ８ 

送出順       

 

プロトコル 
ヘッダチェック

サム 
送信元アドレス 宛先アドレス 拡張情報 

８ 16 32 32 32×Ｎ 

注 各項目はＩＥＴＦ ＲＦＣ 791 に従うこととする。 

別記第２ ＵＤＰヘッダ部の構成 

 送信元ポート 宛先ポート データ長 チェックサム 

16 16 16 16 

送出順   

注 各項目はＩＥＴＦ ＲＦＣ 768 に従うこととする。 
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別記第３ ＩＰｖ６ヘッダ部の構成 

バージョン トラフィック

クラス 
フローラベル ペイロード長 

ネクスト

ヘッダ 
ホップリミット 

４ 

 

８ 20 16 ８ ８ 

送出順    

 

 

送信元アドレス 宛先アドレス 拡張ヘッダ 

128 128 ０又は８×Ｎ 

注 各項目はＩＥＴＦ ＲＦＣ 2460 に従うこととする。 

別表第八号 ＵＬＥパケットの送出手順 

  
宛先フラグ＝0 

  

宛先アドレス 
  

  
    

宛先 

フラグ 
データ長 パケット種別 

  48   

データ部 ＣＲＣ     

    

１ 15  16 

宛先フラグ＝1 

     ８×Ｎ 32  

   
       

送出順         

注１ 宛先フラグは、宛先アドレスの有無を識別するために使用する領域とし、その値は別記に示

 



 

二
〇
 

すとおりとする。 

２ データ長は、パケット種別より後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ パケット種別は、データ部に格納するパケットの種別を識別するために使用する領域とする。 

４ 宛先アドレスは、ＵＬＥパケットの宛先アドレスを書き込む領域とする。 

５ ＣＲＣは、ＩＥＴＦ ＲＦＣ 4326 に従うものとする。 

別記 宛先フラグ値 

値 説明 

０ 宛先アドレス領域有り 

１ 宛先アドレス領域無し 

別表第九号 ＭＭＴＰパケットの送出手順 

 



 

二
一
 

 

注１ バージョンは、‘00’とする。 

２ パケットカウンタフラグは、パケットカウンタが存在しない場合は‘０’とし、存在する場

合は‘１’とする。 

バー
ジョン

パケットカウ
ンタフラグ

ＦＥＣ
タイプ

未使用 拡張ヘッ
ダフラグ

ＲＡＰフラグ

２ １ ２ １ １ １

未使用 ペイロード
タイプ

２ ６

配信タイム
スタンプ

パケットシー
ケンス番号

32 32

パケットカ
ウンタ

32

拡張ヘッ
ダタイプ

拡張ヘッ
ダ長

拡張ヘッ
ダ領域

16 16 ８×Ｎ

ＭＭＴＰペイロードデータ

送出順

ヘッダ部

パケット
識別子

16

ヘッダ部

パケットカウンタ
フラグ＝‘１’

パケットカウンタ
フラグ＝‘０’

拡張ヘッダフラグ＝‘１’

拡張ヘッダフラグ＝‘０’

ペイロード部

 



 

二
二
 

３ ＦＥＣタイプは、このパケットのＡＬ－ＦＥＣ（あらかじめ生成した情報を用いて、抄出し

た情報を復元することをいう。以下同じ。）に関する情報を示すものとし、割当ては次表に示

すとおりとする。 

値 割当て 

０ ＡＬ－ＦＥＣで保護しないＭＭＴＰパケット 

１ ＡＬ－ＦＥＣで保護するＭＭＴＰパケットのうち、ソースパケット 

２ ＡＬ－ＦＥＣで保護するＭＭＴＰパケットのうち、リペアパケット 

３ 未定義 

４ 拡張ヘッダフラグは、ＭＭＴＰパケットのヘッダ拡張を行わない場合を‘０’とし、ヘッダ

拡張を行う場合を‘１’とする。 

５ ＲＡＰフラグは、このＭＭＴＰパケットが伝送するＭＭＴＰペイロードがランダムアクセス

ポイントの先頭を含む場合を‘１’とし、それ以外を‘０’とする。 

６ ペイロードタイプは、ＭＭＴＰペイロードのデータタイプを示すものとし、割当ては次表に

示すとおりとする。 

値 割当て 

0x00 ＭＰＵ 

0x01 未定義 

0x02 １以上の制御メッセージを含む。 

0x03－0x3F 未定義 
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７ パケット識別子は、ペイロードデータの種類を識別するために使用する領域とし、割当ては

次表に示すとおりとする。 

値 割当て 

0x0000 ＰＡメッセージ 

0x0001 ＣＡメッセージ 

0x0002-0xFFFF 未定義 

８ 配信タイムスタンプは、このＭＭＴＰパケットの先頭バイトが放送局から出力される時刻を

ＩＥＴＦ ＲＦＣ 5905 に示される短形式ＮＴＰタイムスタンプで示すものとする。 

９ パケットシーケンス番号は、同一のパケット識別子を持つＭＭＴＰパケットの順序とする。 

10 パケットカウンタは、パケット識別子の値にかかわらず、同一のＩＰデータフローにおける

ＭＭＴＰパケットの順序とする。 

11 拡張ヘッダタイプは、拡張ヘッダ領域の拡張種別とする。 

12 拡張ヘッダ長は、拡張ヘッダ領域のデータバイト数を書き込む領域とする。 

13 拡張ヘッダ領域は、ヘッダ拡張のためのデータバイトとする。 

14 ＭＭＴＰペイロードデータは、ペイロードタイプが 0x00 の場合は別記第１に、ペイロード

タイプが 0x02 の場合は別記第２に示すとおりとする。 

別記第１ 
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注１ ペイロード長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

２ フラグメントタイプは、ＭＭＴＰペイロードに格納する情報のフラグメント種別を示す

ものとし、割当ては次表に示すとおりとする。 

値 割当て 

０ ＭＰＵメタデータ 

１ ムービーフラグメントメタデータ 

２ ＭＦＵ（符号化した映像信号あるいは音声信号等の一部をいう。以下同じ） 

３－15 未使用 

３ 時間データフラグは、ＭＭＴＰペイロードが格納するデータが提示時間を指定しないデ

ータの場合は‘０’とし、提示時間を指定するデータの場合は‘１’とする。 

４ 分割指標は、ＭＭＴＰペイロードに格納するデータの分割の状態を示すものとし、割当

ては次表に示すとおりとする。 

値 割当て 

ペイロード長

16

フラグメント
タイプ

時間データ
フラグ

分割
指標

集合
フラグ

分割数
カウンタ

４ １ ２ １ ８

ＭＰＵシーケンス
番号

32

ヘッダ部

データ部

８×N

送出順
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‘00’ 分割が行われていないもの 

‘01’ 分割が行われているもので、分割される前のデータの先頭部分を含むもの 

‘10’ 分割が行われているもので、分割される前のデータの先頭部分及び最終部分

を含まないもの 

‘11’ 分割が行われているもので、分割される前のデータの最終部分を含むもの 

５ 集合フラグは、ＭＭＴＰペイロードに１のデータを格納する場合は‘０’とし、２以上

のデータを格納する場合は‘１’とする。 

６ 分割数カウンタは、データが分割された場合、このＭＭＴＰペイロードが格納する部分

より後にある分割されたデータ数を示すものとする。この値が 255 を超える場合は、再度

‘０’から開始する。なお、集合フラグが‘１’の場合‘０’とする。 

７ ＭＰＵシーケンス番号は、ＭＰＵメタデータ、ムービーフラグメントメタデータ及びＭ

ＦＵを格納する場合、これらが属するＭＰＵシーケンス番号を示すものとする。 

別記第２ 

 

分割
指標

未使用
長さ情報
拡張フラグ

集合
フラグ

２ ４ １ １

分割数
カウンタ

８

ヘッダ部

データ部

８×N

送出順
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注１ 分割指標は、ＭＭＴＰペイロードに格納するデータの分割の状態とし、別記第１注４の表

に示すとおりとする。 

２ 長さ情報拡張フラグは、メッセージの大きさを示すメッセージデータ長を 16 ビットとす

るときは‘０’とし、32 ビットとするときは‘１’とする。 

別表第十号 圧縮ＩＰパケットの送出手順 

ヘッダ部 データ部 

 ８×Ｎ 

送出順  

注 ヘッダ部の構成は、別記第１に示すとおりとする。 

別記第１ 圧縮ＩＰパケットのヘッダ部の構成 

コンテクスト識別子 連続番号 
コンテクスト識別

ヘッダ種別 
圧縮ヘッダ 

12 

 

4 8  

送出順    

注１ コンテクスト識別子は、ヘッダ圧縮を行ったＩＰパケットのフロー（ＩＰｖ４パケットの

プロトコル又はＩＰｖ６パケットのネクストヘッダ並びに送信元アドレス、宛先アドレス、

送信元ポート及び宛先ポートの５つの領域の値が同一の組み合わせを持つＩＰパケットの集

 



 

二
七
 

合をいう。）を示すものとする。 

２ 連続番号は、同一コンテクスト識別子を持つ圧縮ＩＰパケットの順序を示すものとする。 

３ コンテクスト識別ヘッダ種別は、圧縮ヘッダの種別を識別するために使用する領域とし

、割当ては別記第２に示すとおりとする。 

４ 圧縮ヘッダは、ＩＰｖ４ヘッダ部又はＩＰｖ６ヘッダ部及びＵＤＰヘッダ部をコンテク

スト識別ヘッダ種別に指定される方法で圧縮した情報を書き込むための領域とする。 

別記第２ コンテクスト識別ヘッダ種別の割当て 

コンテクスト識別ヘッダ種別の値 割当て 

0x20 部分ＩＰｖ４ヘッダ及び部分ＵＤＰヘッダ 

0x21 ＩＰｖ４ヘッダ部の識別子 

0x60 部分ＩＰｖ６ヘッダ及び部分ＵＤＰヘッダ 

0x61 圧縮ヘッダなし 

上記以外 未定義 

注１ 部分ＩＰｖ４ヘッダは、ＩＰｖ４ヘッダ部からパケット長、ヘッダチェックサム、拡張情

報を除いたものとする。 

２ 部分ＩＰｖ６ヘッダは、ＩＰｖ６ヘッダ部からペイロード長を除いたものとする。 

３ 部分ＵＤＰヘッダは、ＵＤＰヘッダ部からデータ長及びチェックサムを除いたものとする。 

別表第十一号 ＴＬＶパケットの送出手順 
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‘01’ ‘111111’ パケット種別 データ長 データ 

２ ６ ８ 16 ８×Ｎ 

送出順    

注１ パケット種別は、ＴＬＶに格納するパケットの種別を識別するために使用する領域とし、割

当ては別記に示すとおりとする。 

２ データ長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

別記 パケット種別の割当て 

パケット種別の値 割当て 

0x00 未定義 

0x01 ＩＰｖ４パケット 

0x02 ＩＰｖ６パケット 

0x03 ヘッダ圧縮したＩＰパケット 

0x04-0xFD 未定義 

0xFE 伝送制御信号パケット 

0xFF ヌルパケット 

注 ヌルパケットは、データ長に示される長さの 0xFF のバイト列をデータに書き込んだパケッ

トとする。 

別表第十二号 トランスポートフレームの送出手順 
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ヘッダ部  

データ長 最後尾指示 データ 

７ １ ８×Ｎ 

送出順   

注１ データ長は、最後尾指示より後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。ただし、デー

タが全てパディングである場合は‘1111111’とし、これ以外の場合は‘1111001’以下とする。 

２ 最後尾指示は、サービスパケットの最後を含むか否かを示す領域とし、含む場合はその値を

‘１’とし、含まない場合はその値を‘０’とする。ただし、データが全てパディングである

場合は、‘１’とする。 

 

別表第十三号 データチャネルＭＡＣプロトコルカプセルの送出手順 

スタッフィング ストリーム２ ストリーム１ 

   

送出順  

ストリーム０  

  トレーラー  
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データ パディング 
ストリーム０ 

パディング長 

ストリーム１ 

パディング長 

ストリーム２ 

パディング長 
未定義 

ＭＡＣ 

関連情報 
パリティ 

  ７ ７ ７ ３ ８×Ｎ  

注１ ストリーム０パディング長、ストリーム１パディング長及びストリーム２パディング長は、

それぞれストリーム０、ストリーム１及びストリーム２に含まれるパディングのデータバイト

数を書き込む領域とする。 

２ ＭＡＣ関連情報は、ＭＬＣ（連続するデータチャネルＭＡＣプロトコルカプセルの集合をい

う。以下同じ。）に関する情報の伝送のために使用する領域とする。 

３ 未定義は、全て‘０’とする。 

別表第十四号 コントロールプロトコルパケットの送出手順 

  ヘッダ部      
        

フィラー 
メッセージ 

タイプ識別子 
ＣＰ識別子 ＣＰ番号 ＣＰパケット長 パディング長 データ パディング 

０又は８ ８ １ ８ ８ ７ ８×Ｎ  

送出順       

注１ フィラーは、コントロールチャネルＭＡＣプロトコルカプセルを構成するために使用する領

域とする。 

２ メッセージタイプ識別子は、メッセージの種別を識別するために使用する領域とする。 
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３ ＣＰ識別子は、コントロールプロトコルパケットの種別を識別するために使用する領域とす

る。 

４ ＣＰ番号は、一のコントロールプロトコルパケットに含まれるメッセージタイプ識別子及び

ＣＰ識別子と同一のメッセージタイプ識別子及びＣＰ識別子を含むコントロールプロトコルパ

ケットを識別するために使用する領域とする。 

５ ＣＰパケット長は、一のコントロールプロトコルパケットに含まれるメッセージタイプ識別

子及びＣＰ識別子と同一のメッセージタイプ識別子及びＣＰ識別子を含むコントロールプロト

コルパケットの数を書き込むための領域とする。 

６ パディング長は、パディングのデータバイト数を書き込む領域とする。 

別表第十五号 ＰＡＴの構成 

       

ヘッダ部 
 

放送番組番号識別子 ‘111’ ネットワークＰＩＤ

又はＰＭＴ ＰＩＤ 

 
ＣＲＣ 

64 

 

 16 ３ 13  32 

送出順       

注１ ヘッダ部及びＣＲＣは、別表第五号に示すセクション形式のうち拡張形式と同じとする。た

繰り返し 
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だし、「セクションシンタクス指示」の次の１ビットは‘０’とする。 

２ ヘッダ部内の「テーブル識別子」の値はＰＡＴを示す 0x00 とし、「テーブル識別子拡張」

はトランスポートストリーム識別子を伝送のために使用するものとする。 

３ 放送番組番号識別子は放送番組番号を識別するために使用する領域とし、‘０’はＮＩＴ用

に使用するものとする。 

４ ネットワークＰＩＤ又はＰＭＴ ＰＩＤは、放送番組番号が‘０’のときＮＩＴ ＰＩＤを

示し、値は 0x0010 とする。放送番組番号が‘０’以外のときは、ＰＭＴ ＰＩＤを示すものと

する。 

別表第十六号 ＰＭＴの構成 
 

ヘッダ部 ‘111’ ＰＣＲ 

ＰＩＤ 
‘1111’ 

64 ３ 13 ４ 

  送出順    

    

番組情報長 記述子１  
ストリーム

形式識別子 
‘111’ エレメンタ

リーＰＩＤ 
‘1111’ ＥＳ 

情報長 
記述子２  ＣＲＣ 

12   ８ ３ 13 ４ 12   32 
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三
 

 

注１ ヘッダ部及びＣＲＣは、別表第五号に示すセクション形式のうち拡張形式と同じとする。た

だし、「セクションシンタクス指示」の次の１ビットは‘０’とする。 

２ ヘッダ部内の「テーブル識別子」の値はＰＭＴを示す 0x02 とし、「テーブル識別子拡張」

は放送番組番号識別子の伝送のために使用するものとする。 

３ ＰＣＲ ＰＩＤは、放送番組番号識別子で指定される放送番組に対して有効なＰＣＲ領域を

伝送するＴＳパケットのＰＩＤを示すものとする。 

４ 番組情報長は最初の２ビットは‘00’とし、残りの 10 ビットは次に続く記述子のデータバ

イト数を書き込む領域とする。 

５ 記述子１は当該放送番組に関する記述子を書き込む領域とし、記述子２は当該エレメンタリ

ーストリームに関する記述子を書き込む領域とする。 

６ ストリーム形式識別子は放送番組要素の形式を識別するために使用する領域とし、割当ては

別記に示すとおりとする。 

７ エレメンタリーＰＩＤは、関連する放送番組要素を伝送するＴＳパケットのＰＩＤを示すも

のとする。 

繰り返し 
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８ ＥＳ情報長は最初の２ビットは‘00’とし、残りの 10 ビットは次に続く記述子のデータバ

イト数を書き込む領域とする。 

別記 ストリーム形式識別子の割当て 

値 割当て 

0x00 未定義 

0x01 ＩＳＯ／ＩＥＣ 11172-2 で定義される映像ストリーム 

0x02 
ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.262 で規定される映像ストリーム又はＩＳＯ／ＩＥＣ 

11172-2 で定義される制約パラメータ映像ストリーム 

0x03 ＩＳＯ／ＩＥＣ 11172-3 で定義される音声ストリーム 

0x04 ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-3 で定義される音声ストリーム 

0x05 ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.0 で規定されるプライベートセクション 

0x06 
プライベートデータを収容したＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.0 で規定されるＰＥＳパ

ケット 

0x07 ＩＳＯ／ＩＥＣ 13522 で定義されるＭＨＥＧ 

0x08 ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.0 附属書Ａで規定されるＤＳＭ ＣＣ 

0x09 ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.1 

0x0A-0x0D ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-6（ＴｙｐｅＡ－Ｄ） 

0x0E 上記以外でＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.0 で規定されるデータタイプ 

0xOF ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-7 で定義される音声ストリーム 

0x10 ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496-2 で定義される映像ストリーム 

0x11 ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496-3 で定義される音声ストリーム 

0x12 ＰＥＳパケットで伝送されるＩＳＯ／ＩＥＣ 14496-1 で定義されるＳＬパケ
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ット化ストリーム又はフレックスマックスストリーム 

0x13 

ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496 で定義されるセクションで伝送されるＩＳＯ／ＩＥＣ 

14496-1 で定義されるＳＬパケット化ストリーム又はフレックスマックススト

リーム 

0x14 ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-6 で定義される同期ダウンロードプロトコル 

0x15 ＰＥＳパケットで伝送されるメタデータ 

0x16 メタデータセクションで伝送されるメタデータ 

0x17 
ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-6 で定義されるデータカルーセルで伝送されるメタデ

ータ 

0x18 
ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-6 で定義されるオブジェクトカルーセルで伝送される

メタデータ 

0x19 
ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-6 で定義される同期ダウンロードプロトコルで伝送さ

れるメタデータ 

0x1A ＩＳＯ／ＩＥＣ 13818-11 で定義されるＩＰＭＰストリーム 

0x1B ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.264 で規定されるＡＶＣ映像ストリーム 

0x1C 
ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496-3 で定義される音声ストリーム（追加のトランスポー

ト構造を使用しないもの） 

0x1D-0x23 未定義 

0x24 
ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ．265 で規定されるＨＥＶＣ映像ストリーム又はＨＥＶＣ時
間方向映像サブビットストリーム 

0x25 
ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ．265 附属書Ａで規定される一つ以上のプロファイルに準拠
するＨＥＶＣ映像ストリームの時間方向映像サブセット 

0x26-0x7E 未定義 

0x7F ＩＰＭＰストリーム 
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別表第十七号 ＣＡＴの構成 

ヘッダ部 記述子 ＣＲＣ 

64  32 

  送出順   

注１ ヘッダ部及びＣＲＣは、別表第五号に示すセクション形式のうち拡張形式と同じとする。た

だし、「セクションシンタクス指示」の次の１ビットは‘０’とする。 

２ ヘッダ部内の「テーブル識別子」の値はＣＡＴを示す 0x01 とし、「テーブル識別子拡張」

は未定義とする。 

別表第十八号 ＮＩＴの構成 

１ ＮＩＴのうちＴＳパケットにより伝送されるものの伝送制御を行うもの 

 

 

 

 

 

   送出順 

 

 

 

ヘッダ部 ‘1111’ ネットワーク

記述子長 
記述子１ ‘1111’ 

トランスポー

トストリーム

ループ長 

64 4 12 繰り返し 4 12 
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注１ ヘッダ部及びＣＲＣは、別表第五号に示すセクション形式のうち拡張形式と同じとする。 

２ ヘッダ部内の「テーブル識別子」の値は自ネットワークの場合 0x40、他ネットワークの場

合 0x41 とし、「テーブル識別子拡張」はネットワーク識別子の伝送のために使用するものと

する。 

３ ネットワーク識別子は、ネットワークの番号を識別するために使用する領域とする。 

４ ネットワーク記述子長は、最初の２ビットは‘00’とし、残りの 10 ビットは次に続く記述

子のデータバイト数を書き込む領域とする。 

５ 記述子１及び記述子２は、当該ネットワークに関する記述子を書き込む領域とする。 

６ トランスポートストリームループ長は、最初の２ビットは‘00’とし、残りの 10 ビットを

これより後に続くＣＲＣの直前までのデータバイト数を書き込む領域とする。 

７ トランスポートストリーム識別子は、トランスポートストリームの識別番号を示すものとす

トランスポート

ストリーム識別

子 

オリジナルネ

ットワーク識

別子 

‘1111’ 
トランスポート

ストリーム記述

子長 

 記述子２  ＣＲＣ 

16 16 4 12  繰り返し  32 

繰り返し   
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る。 

８ オリジナルネットワーク識別子は、当該トランスポートストリームの元のネットワークの識

別番号を示すものとする。 

９ トランスポートストリーム記述子長は、この領域直後の当該トランスポートストリームの全

記述子のバイト長を示すものとする。ただし、最初の２ビットは‘00’とする。 

２ ＮＩＴのうちＴＬＶパケットにより伝送されるものの伝送制御を行うもの 

ヘッダ部 ‘1111’ ネットワーク

記述子長 
記述子１ ‘1111’ ＴＬＶストリ

ームループ長 

64 

 

4 12 繰り返し 4 12 

  送出順      

 

ＴＬＶストリ

ーム識別子 

オ リ ジ ナ ル ネ

ッ ト ワ ー ク 識

別子 

‘1111’ ＴＬＶストリ

ーム記述子長 
 記述子２  ＣＲＣ 

16 16 4 12  繰り返し  32 

繰り返し   
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注１ ヘッダ部及びＣＲＣは、別表第五号に示すセクション形式のうち拡張形式と同じとする。 

２ ヘッダ部内の「テーブル識別子」の値は自ネットワークの場合 0x40、他ネットワークの場

合 0x41 とし、「テーブル識別子拡張」はネットワーク識別子の伝送のために使用する領域と

する。 

３ ネットワーク識別子は、ネットワークの番号を識別するために使用する領域とする。 

４ ヘッダ部内の「セクション長」の値は、最初の２ビットは‘00’とし、残りの 10 ビットは

これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。ただし、この値は 1021 を超えては

ならないこととする。 

５ ネットワーク記述子長は、最初の２ビットは‘00’とし、残りの 10 ビットは次に続く記述

子の全データバイト数を書き込む領域とする。 

６ 記述子１及び記述子２の領域は、当該ネットワークに関する記述子を書き込む領域とする。 

７ ＴＬＶストリームループ長は、最初の２ビットは‘00’とし、残りの 10 ビットはこれより

後に続くＣＲＣの直前までのデータバイト数を書き込む領域とする。 

８ ＴＬＶストリーム識別子は、ＴＬＶストリームの識別番号を書き込む領域とする。 

９ オリジナルネットワーク識別子は、当該ＴＬＶストリームの元のネットワークの識別番号を

書き込む領域とする。 
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10 ＴＬＶストリーム記述子長は、この領域直後の当該ＴＬＶストリームの全記述子のバイト長

を示すものとする。ただし、最初の２ビットは‘00’とする。 

別表第十九号 ＡＭＴの構成 

 

注１ ヘッダ部及びＣＲＣは、別表第五号に示すセクション形式のうち拡張形式と同じとする。 

２ ヘッダ部内の「テーブル識別子」の値は 0xFE とし、「テーブル識別子拡張」はＡＭＴを示

す 0x0000 とする。 

３ サービス識別数は、このＡＭＴに記述されるサービス識別子の数を示すものとする。 

４ サービス識別子は、放送番組番号を識別するために使用する領域とする。 

５ ＩＰバージョンは、放送番組を構成するＩＰパケットのバージョンを示すものとし、割当て

ヘッダ部 サービス識別数 ‘111111’

64 10 6

サービス識別子
ＩＰ

バージョン
‘11111’ サービスループ長

16 1 5 10

送信元IPv4アドレス
送信元IPv4

アドレスマスク
宛先IPv4アドレス

宛先IPv4

アドレスマスク

32 8 32 8

送信元IPv6アドレス
送信元IPv6

アドレスマスク
宛先IPv6アドレス

宛先IPv6

アドレスマスク

128 8 128 8

個別データ

8

CRC

32

繰り返し

繰り返し

IPバージョン=0

IPバージョン=1

送出順
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は次表に示すとおりとする。 

値 割当て 

０ ＩＰｖ４ 

１ ＩＰｖ６ 

６ サービスループ長は、この領域の直後から、次のサービス識別子又はＣＲＣの直前までのデ

ータバイト数を示すものとする。 

７ 送信元ＩＰｖ４アドレスは、放送番組を構成するＩＰｖ４パケットの送信元ＩＰアドレスを

書き込む領域とする。 

８ 送信元ＩＰｖ４アドレスマスクは、送信元ＩＰｖ４アドレスに指定するＩＰアドレスに対し

、有効となる最上位ビットからのビット数を指定するために使用する領域とする。 

９ 宛先ＩＰｖ４アドレスは、放送番組を構成するＩＰｖ４パケットの宛先ＩＰアドレスを書き

込む領域とする。 

10 宛先ＩＰｖ４アドレスマスクは、宛先ＩＰｖ４アドレスに指定するＩＰアドレスに対し、有

効となる最上位ビットからのビット数を指定するために使用する領域とする。 

11 送信元ＩＰｖ６アドレスは、放送番組を構成するＩＰｖ６パケットの送信元ＩＰアドレスを

書き込む領域とする。 

12 送信元ＩＰｖ６アドレスマスクは、送信元ＩＰｖ６アドレスに指定するＩＰアドレスに対し

 



 

四
二
 

、有効となる最上位ビットからのビット数を指定するために使用する領域とする。 

13 宛先ＩＰｖ６アドレスは、放送番組を構成するＩＰｖ６パケットの宛先ＩＰアドレスを書き

込む領域とする。 

14 宛先ＩＰｖ６アドレスマスクは、宛先ＩＰｖ６アドレスに指定するＩＰアドレスに対し、有

効となる最上位ビットからのビット数を指定するために使用する領域とする。 

15 個別データは、個別に定義されたデータを書き込む領域とする。 

別表第二十号 ＩＮＴの構成 

ヘッダ部 
プラットフォーム

識別子 

実行 

順位 
‘1111’ 記述子長１ 記述子１ 

64 24 ８ ４ 12 繰り返し 

送出順     

 
        

‘1111’ 記述子長２ 記述子２ ‘1111’ 記述子長３ 記述子３ 
 

ＣＲＣ 
 

４ 12 繰り返し ４ 12 繰り返し  32 

繰り返し   

注１ ヘッダ部及びＣＲＣは、別表第五号に示すセクション形式のうち拡張形式とする。  
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２ ヘッダ部内の「テーブル識別子」の値は 0x4C とし、「テーブル識別子拡張」は実行種別及

びプラットフォーム識別を補助する情報を伝送するために使用する。  

３ プラットフォーム識別子は、プラットフォームの種類を識別するために使用する領域とする。  

４ 記述子長１、記述子長２及び記述子長３は、それぞれ記述子１、記述子２及び記述子３の全

記述子のバイト長を示すものとする。 

５ 記述子１は、当該プラットフォームに関する記述子を書き込む領域とする。 

６ 記述子２は、受信機を識別する記述子を書き込む領域とする。  

７ 記述子３は、記述子２で指定された受信機に関する記述子を書き込む領域とする。 

別表第二十一号 伝送制御信号（標準方式第 36 条第２項及び第 58 条第４項に関するものは除く。）

により伝送される記述子の構成 

記述子 構成 

限定受信方式記述子 別記第１のとおり 

限定再生方式記述子 別記第２のとおり 

部分受信記述子 別記第３のとおり 

地上分配システム記述子 別記第４のとおり 

衛星分配システム記述子 別記第５のとおり 

サービスリスト記述子 別記第６のとおり 

システム管理記述子 別記第７のとおり 

データ符号化方式記述子 別記第８のとおり 

 



 

四
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カルーセル互換複合記述子 別記第９のとおり 

著作権記述子 別記第 10 のとおり 

緊急情報記述子 別記第 11 のとおり 

ＩＰ／ＭＡＣストリーム配置記述子 別記第 12 のとおり 

アクセス制御記述子 別記第 13 のとおり 

階層符号化記述子 別記第 14 のとおり 

スクランブル方式記述子 別記第 15 のとおり 

別記第１ 限定受信方式記述子の構成 

記述子タグ 記述子長 
限定受信方

式識別子 
‘111’ 限定受信 

ＰＩＤ 
データ 

８ ８ 16 ３ 13 ８×Ｎ 

送出順      

注１ 記述子タグの値は、限定受信方式記述子を示す 0x09 とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ 限定受信方式識別子は、限定受信方式の種類を識別するために使用する領域とする。 

４ 限定受信ＰＩＤは、関連情報を含むＴＳパケットのＰＩＤを書き込む領域とする。 

５ 本記述子は、ＣＡＴの記述子の領域又はＰＭＴの記述子１若しくは記述子２の領域で伝

送するものとする。 

別記第２ 限定再生方式記述子の構成 

 



 

四
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記述子タグ 記述子長 
限定再生方

式識別子 
‘111’ 限定再生 

ＰＩＤ 
データ 

８ ８ 16 ３ 13 ８×Ｎ 

送出順      

注１ 記述子タグの値は、限定再生方式記述子を示す 0xF8 とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ 限定再生方式識別子は、限定再生方式の種類を識別するために使用する領域とする。 

４ 限定再生ＰＩＤは、関連情報を含むＴＳパケットのＰＩＤを書き込む領域とする。 

５ 本記述子は、ＣＡＴの記述子の領域又はＰＭＴの記述子１若しくは記述子２の領域で伝

送するものとする。 

 

別記第３ 部分受信記述子の構成 
    

記述子タグ 記述子長 
 

サービス識別子 
 

８ ８  16 

送出順   繰り返し 

注１ 記述子タグの値は、部分受信記述子を示す 0xFB とする。 
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２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ サービス識別子は、部分受信部で伝送される放送番組の放送番組番号を識別するために使

用する領域とする。 

４ 本記述子は、標準方式第２章から第４章第２節までに定めるデジタル放送において、部分

受信部が存在する場合のみ使用するものとし、ＮＩＴの記述子２の領域で伝送されるものと

する。 

別記第４ 地上分配システム記述子の構成 

記述子タグ 記述子長 エリアコード 
ガードインター

バル比 
モード情報 

 
中心周波数 

 

8 8 12 2 2  16 

送出順      繰り返し 

注１ 記述子タグの値は、地上分配システム記述子を示す 0xFA とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ エリアコードは、放送が行われる地域を識別するために使用する領域とする。 

４ ガードインターバル比は、ガードインターバル期間長の有効シンボル長に対する比率を

識別するために使用する領域とし、‘00’は１／32、‘01’は１／16、‘10’は１／８、

‘11’は１／４を示すこととする。 
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５ モード情報は、‘00’はモード１、‘01’はモード２、‘10’はモード３を示すことと

し、‘11’は未定義とする。 

６ 中心周波数は、同一の放送番組の放送を同時に行うために使用する各周波数帯幅の中央

の周波数とし、１／７MHz を単位とした値を書き込むこととする。 

７ 本記述子は、標準方式第２章から第４章第２節までに定めるデジタル放送を行う場合の

み使用するものとし、ＮＩＴの記述子２の領域で伝送するものとする。 

別記第５ 衛星分配システム記述子の構成 

記述子タグ 記述子長 周波数 軌道 西経東経フラグ 偏波 変調 
通信速度 

（シンボルレート） 

ＦＥＣ 

（内符号） 

８ ８ 32 16 １ ２ ５ 28 ４ 

 送出順         

注１ 記述子タグの値は、衛星分配システム記述子を示す 0x43 とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ 周波数は周波数（GHz）を書き込む領域とし、その値は４ビットＢＣＤコード８桁とし、

４桁以降が小数点以下を示すこととする。 

４ 軌道は軌道位置（度）を書き込む領域とし、その値は４ビットＢＣＤコード４桁とし、

４桁以降が小数点以下を示すこととする。 

 



 

四
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５ 西経東経フラグは、‘０’は西経、‘１’は東経を示すものとする。 

６ 偏波は偏波の種類を識別するために使用する領域とし、‘00’は水平、‘01’は垂直、

‘10’は左旋、‘11’は右旋を示すこととする。 

７ 変調は変調方式の種類を識別するために使用する領域とし、‘00001’は四相位相変調方

式、‘01001’は未定義、‘01000’は標準方式第５章第２節及び第６章第３節に定めるデジ

タル放送の変調方式、‘01010’は標準方式第６章第４節に定めるデジタル放送の変調方式

、‘01011’は標準方式第５章第３節及び第６章第５節に定めるデジタル放送の変調方式を

示すこととする。 

８ 通信速度は１秒当たりの伝送シンボル数（Ｍbaud）を書き込む領域とし、その値は４ビ

ットＢＣＤコード７桁とし、４桁以降が小数点以下を示すこととする。 

９ ＦＥＣは内符号の符号化率を識別するために使用する領域とし、‘0001’は符号化率１

／２、‘0010’は符号化率２／３、‘0011’は符号化率３／４、‘0100’は符号化率５／６

、‘0101’は符号化率７／８、‘1000’は標準方式第５章第２節及び第６章第３節に定める

デジタル放送の場合、‘ 1010’は標準方式第６章第４節に定めるデジタル放送の場合、

‘1011’は標準方式第５章３節及び第６章第５節に定めるデジタル放送の場合、‘1111’は

内符号なしを示すこととする。 

 



 

四
九
 

10 本記述子は、標準方式第５章から第６章までに定めるデジタル放送を行う場合のみ使用

するものとし、ＮＩＴの記述子２の領域で伝送するものとする。 

別記第６ サービスリスト記述子の構成 
     

記述子タグ 記述子長 
 

サービス識別子 サービス形式識別子 
 

８ ８  16 ８ 

送出順   繰り返し 

注１ 記述子タグの値は、サービスリスト記述子を示す 0x41 とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ サービス識別子は、放送番組番号を識別するために使用する領域とする。 

４ サービス形式識別子は、放送の種別を識別するために使用する領域とし、割当ては次表

に示すとおりとする。 

値 割当て 

0x00 未定義 

0x01 テレビジョン放送 

0x02 超短波放送 

0x03-0x7F 未定義 

0xC0 データ放送 

 



 

五
〇
 

0xC1 ＴＬＶを用いた蓄積放送 

0xC2 マルチメディア放送 

0xC3-0xFF 未定義 

５ 本記述子は、ＮＩＴの記述子２の領域で伝送されるものとする。 

別記第７ システム管理記述子の構成 

記述子タグ 記述子長 システム管理識別子 
付加識別子情報 

（識別子番号の拡張） 

８ ８ 16 ８×Ｎ 

 送出順    

注１ 記述子タグの値は、システム管理記述子を示す 0xFE とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ システム管理識別子は、放送、非放送等を識別するために使用する領域とし、構成及び

割当ては次のとおりとする。 

システム管理識別子の構成 

放送、非放送の種別 放送の標準方式の種別 詳細の識別 

２ ６ ８ 

放送、非放送の種別 

値 割当て 
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‘00’ 放送 

‘01’、 ‘10’ 非放送 

‘11’ 未定義 

放送の標準方式の種別 

値 割当て 

‘000000’ 未定義 

‘000001’ 標準方式第６章第２節に定めるデジタル放送 

‘000010’ 標準方式第５章第２節に定めるデジタル放送 

‘000011’ 標準方式第３章に定めるデジタル放送 

‘000100’ 標準方式第６章第３節に定めるデジタル放送 

‘000101’ 標準方式第２章に定めるデジタル放送 

‘000110’ 未定義 

‘000111’ 標準方式第６章第４節に定めるデジタル放送 

‘001000’ 標準方式第５章第３節に定めるデジタル放送 

‘001001’ 標準方式第６章第５節に定めるデジタル放送 

‘001010’ 標準方式第４章第２節に定めるデジタル放送 

‘001011’ 標準方式第４章第１節に定めるデジタル放送 

‘001100’－ ‘111111’ 未定義 

４ 付加識別子情報は、識別子番号の拡張に使用する領域とする。 

５ 標準方式第２章から第４章第２節まで、第５章第２節及び第６章第３節に定めるデジタ

ル放送並びに第５章第３節及び第６章第５節に定めるデジタル放送のうちＴＳパケットによ
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り伝送されるものにおいて本記述子を伝送する場合はＰＭＴの記述子１の領域又はＮＩＴの

記述子１若しくは記述子２の領域とし、複数の領域で伝送されている場合の有効性はＰＭＴ

の記述子１、ＮＩＴの記述子２、ＮＩＴの記述子１の順とする。 

６ 標準方式第６章第２節に定めるデジタル放送において本記述子を伝送する場合は、ＰＭ

Ｔの記述子１の領域で伝送されるものとする。 

７ 標準方式第５章第３節及び第６章第５節に定めるデジタル放送のうちＴＬＶパケットに

より伝送されるものにおいて本記述子を伝送する場合は、ＮＩＴの記述子１又は記述子２の

領域で伝送するものとし、複数の領域で伝送されている場合の有効性は、記述子２、記述子

１の順とする。 

別記第８ データ符号化方式記述子の構成 

記述子タグ 記述子長 データ符号化方式識別子 付加識別子情報 

８ ８ 16 ８×Ｎ 

送出順    

注１ 記述子タグの値は、データ符号化方式記述子を示す 0xFD とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ データ符号化方式識別子は、データ符号化方式を識別するために使用する領域とする。 

 



 

五
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４ 付加識別子情報は、データ符号化方式識別子により示されるデータ符号化方式の付加情

報を書き込む領域とする。 

５ 本記述子は、ＰＭＴの記述子２の領域で伝送されるものとする。 

別記第９ カルーセル互換複合記述子のデータ構造 
    

記述子タグ 記述子長 
 

副記述子 
 

８ ８  ８×Ｎ 

送出順   繰り返し 

注１ 記述子タグの値は、カルーセル互換複合記述子を示す 0xF7 とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ 副記述子は(1)～ (3)に示す副記述子を含む情報を書き込む領域とする。 

(1) 蓄積ルート副記述子 

副記述子タグ 副記述子長 データ ディレクトリ名 

８ ８ ８ ８×Ｎ 

送出順    

ア 副記述子タグの値は、蓄積ルート副記述子を示す 0xC5 とする。 

イ 副記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 
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ウ ディレクトリ名は、放送番組を受信設備に蓄積する際のディレクトリ構造のうち、最

上位のディレクトリの名称をテキスト形式で記述する領域とする。 

(2) サブディレクトリ副記述子 

副記述子タグ 副記述子長 サブディレクトリ名 

８ ８ ８×Ｎ 

送出順 
  

ア 副記述子タグの値は、サブディレクトリ副記述子を示す 0xC6 とする。 

イ 副記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

ウ サブディレクトリ名は、放送番組を受信設備に蓄積する際のディレクトリ構造のうち

、蓄積ルート副記述子で指定される構造を除くディレクトリ構造をテキスト形式で記述

する領域とする。 

(3) 蓄積名副記述子 

副記述子タグ 副記述子長 蓄積名 

８ ８ ８×Ｎ 

送出順 
  

ア 副記述子タグの値は、蓄積名副記述子を示す 0x02 とする。 

 



 

五
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イ 副記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

ウ 蓄積名は、放送番組を受信設備に蓄積する際の名称をテキスト形式で記述する領域と

する。 

別記第 10 著作権記述子の構成 

記述子タグ 記述子長 著作権識別子 著作権付加情報 

８ ８ 32 ８×Ｎ 

送出順    

注１ 記述子タグの値は、著作権記述子を示す 0x0D とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ 著作権識別子は、著作権を識別するために使用する領域とする。 

別記第 11 緊急情報記述子の構成 

 

記述子 

タグ 

記述子

長 
 

サービス

識別子 

開始／終了

フラグ 
信号種別 未定義 

地域符号

長 
 地域符号 未定義 

８ ８  16 １ １ ６ ８  12 ４ 

        繰り返し 

送出順  繰り返し 

 

 



 

五
六
 

注１ 記述子タグの値は、緊急情報記述子を示す 0xFC とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ サービス識別子は、放送番組番号を識別するために使用する領域とする。 

４ 開始／終了フラグは、緊急警報信号の送出開始及び送出中の場合は‘１’とし、終了す

る場合は‘０’とする。 

５ 信号種別は、無線局運用規則（昭和 25 年電波監理委員会規則第 17 号）第 138 条の２第

１項に規定する第一種開始信号を送出する場合は‘０’とし、同項に規定する第二種開始信

号を送出する場合は‘１’とする。 

６ 地域符号長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

７ 地域符号は、昭和 60 年郵政省告示第 405 号（無線設備規則第９条の３の規定により緊急

警報信号の構成を定める件）別表第１号に定める地域符号を伝送する領域とする。 

８ 本記述子は、標準方式第２章から第４章まで、第５章第２節及び第６章第３節に定める

デジタル放送並びに第５章第３節及び第６章第５節に定めるデジタル放送のうちＴＳパケッ

トにより伝送されるものを行う場合のみ使用するものとし、ＰＭＴの記述子１の領域又はＮ

ＩＴの記述子１若しくは記述子２の領域で伝送されるものとする。 

別記第 12 ＩＰ／ＭＡＣストリーム配置記述子の構成 

 



 

五
七
 

ＩＮＴ記

述子タグ 

記述子

長 

ネットワーク

識別子 

オリジナルネット

ワーク識別子 

トランスポートス

トリーム識別子  

サービス

識別子 

コンポーネント

タグ 

８ ８ 16 16 16 16 ８ 

送出順      

注１ ＩＮＴ記述子タグの値は、ＩＰ／ＭＡＣストリーム配置記述子を示す 0x13 とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ ネットワーク識別子は、ネットワークの番号を識別するために使用する領域とする。 

４ オリジナルネットワーク識別子は、当該トランスポートストリームの元のネットワーク

の識別番号を示すものとする。 

５ トランスポートストリーム識別子は、トランスポートストリームの識別番号を示すもの

とする。 

６ サービス識別子は、放送番組番号を識別するために使用する領域とする。 

７ コンポーネントタグは、対象とするＵＬＥパケットを伝送するストリームのタグ値を書

き込む領域とする。 

８ 本記述子は、ＩＮＴの記述子１又は記述子３の領域で伝送するものとする。 

別記第 13 アクセス制御記述子の構成 

 



 

五
八
 

記述子タグ 記述子長 
限定受信方

式識別子 

伝送 

情報 
ＰＩＤ データ 

８ ８ 16 ３ 13 ８×Ｎ 

  送出順      

注１ 記述子タグの値は、アクセス制御記述子を示す 0xF6 とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ 限定受信方式識別子は、限定受信方式の種類を識別するために使用する領域とする。 

４ 伝送情報は、関連情報の伝送を識別するために使用する領域とする。 

５ ＰＩＤは、関連情報を含むＴＳパケットのＰＩＤを書き込む領域とする。 

６ 本記述子は、ＣＡＴの記述子の領域又はＰＭＴの記述子１若しくは記述子２の領域で伝

送するものとする。 

別記第14 階層符号化記述子の構成 

 



 

五
九
 

 

注１ 記述子タグは、階層符号化記述子を示す0x04とする。 

２ 記述子長は、これに続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ 時間方向階層符号化フラグは、基本階層インデックスを使用して番組要素ビットストリ

ームのフレームレートを向上させる場合は‘０’、向上させない場合は‘１’とする。 

４ 空間方向階層符号化フラグは、基本階層インデックスを使用して番組要素ビットストリ

ームの空間解像度を向上させる場合は‘０’とし、向上させない場合は‘１’とする。 

５ 画質階層符号化フラグは、基本階層インデックスを使用して番組要素ビットストリーム

のＳＮＲ品質又は忠実度を向上させる場合は‘０’とし、向上させない場合は‘１’とする。 

記述子タ
グ

記述子長 未定義
時間方向
階層符号
化フラグ

空間方向
階層符号
化フラグ

画質階層
符号化フ

ラグ

階層符号
化識別子

８ ８ １ １ １ １ ４

未定義
階層イン
デックス

ＴＲＥＦ存
在フラグ

未定義
基本階
層イン
デックス

未定義
階層チャ
ネル

２ ６ １ １ ６ ２ ６

送出順

 



 

六
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６ 階層符号化識別子は、利用されている階層符号化の種別を識別するために使用する領域

し、割当ては次表に示すとおりとする。 

値 割当て 

０ 未定義 

１ 空間方向階層符号化 

２ 画質階層符号化 

３ 時間方向階層符号化 

４－７ 未定義 

８ 混合階層符号化 

９－14 未定義 

15 

ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.265 で規定される映像ストリーム又はＩＴ

Ｕ－Ｔ勧告Ｈ.265 で規定される時間方向映像サブビットスト

リーム 

７ 階層インデックスは、符号化階層のテーブルにおいて、当該番組用途の固有の値とする。 

８ ＴＲＥＦ存在フラグは、当該エレメンタリーストリームのＰＥＳパケットヘッダにＴＲ

ＥＦフィールドが存在する場合は‘０’とし、存在しない場合は‘１’とする。 

９ 基本階層インデックスは、番組要素の階層インデックスとする。 

10 階層チャネルは、序列を持つ一連の伝送チャネルの中から、当該番組要素に関する対象

チャネル番号を示すものとする。 

11 本記述子は、ＰＭＴの記述子２の領域で伝送するものとする。 

 



 

六
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別記第15 スクランブル方式記述子の構成 

 

注１ 記述子タグの値は、スクランブル方式記述子を示す0xF5とする。 

２ 記述子長は、これに続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ スクランブル方式識別子は、スクランブル時の暗号アルゴリズムの種別を識別するため

に使用する領域とし、割当ては次表に示すとおりとする。 

値 割当て 

‘00000000’ 未定義 

‘00000001’ ＡＥＳ（鍵長 128 ビットに限る） 

‘00000010’ 
Ｃａｍｅｌｌｉａ 

（鍵長 128 ビットに限る） 

‘00000011’－‘11111111’ 未定義 

４ 本記述子は、ＣＡＴの記述子領域又はＰＭＴの記述子１若しくは記述子２の領域で伝送

するものとする。 

 

送出順

記述子タグ 記述子長
スクランブル
方式識別子

データ

８ ８ ８ ８×Ｎ
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別表第二十二号 識別子（標準方式第五十八条第五項に関するものを除く。）の構成 

識別子 構成 

テーブル識別子 
別表第一号、別表第三号及び別表第十五号から第二十号までに示すとお

り。 

記述子タグ 別表第二十一号及びＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.0 に従う。 

ストリーム形式識別子 別表第十六号に示すとおり。 

サービス形式識別子 別表第二十一号に示すとおり。 

放送番組番号識別子 別表第十五号に示すとおり。 

サービス識別子 別表第二十一号に示すとおり。 

ネットワーク識別子 別表第十八号に示すとおり。 

トランスポート 

ストリーム識別子 
別表第十八号に示すとおり。 

限定受信方式識別子 別表第二十一号に示すとおり。 

システム管理識別子 別表第二十一号に示すとおり。 

階層符号化識別子 別表第二十一号に示すとおり。 

スクランブル方式識別子 別表第二十一号に示すとおり。 

別表第二十三号 ＦＤＭの構成                                                       

 



 

六
三
 

 

注１ フロー情報長は、フロー関連情報のビット数を書き込む領域とする。 

２ フロー数は、繰り返しの数を書き込む領域とする。 

３ フロー識別は、放送番組を構成する信号（以下この表において「フロー」という。）を識別

するために使用する領域とする。 

４ チャンネル識別は、中心周波数及び周波数帯幅を識別するために使用する領域とする。 

５ ＭＬＣ情報フラグは、直前の繰り返しとＭＬＣ識別が同一であるか否かを識別するために使

用する領域とし、値が‘０’のときは異なることを、‘１’のときは同一であることを示すも

フロー

情報長
フロー数 未定義

8 7 1

送出順

フロー関連情報 ストリーム識別
残留誤り

処理指標

コンポーネント

識別
パディング

2 2 1

ＭＬＣ識別 送信モード識別

8 8

フロー識別 チャンネル識別
ＭＬＣ情報

フラグ

5又は21 8 1

ＭＬＣ情報フラグ＝０

ＭＬＣ情報フラグ＝１

繰り返し

 



 

六
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のとする。 

６ ＭＬＣ識別は、ＭＬＣを識別するために使用する領域とする。 

７ 送信モード識別は、変調方式、誤り訂正内符号の符号化率及び誤り訂正外符号の符号化率の

組み合わせを識別するために使用する領域とする。 

８ フロー関連情報は、フローに関する情報を書き込む領域とする。 

９ ストリーム識別は、フローが伝送されるデータチャネルＭＡＣプロトコルカプセルのストリ

ーム０、１又は２を示すために使用する領域とする。 

10 残留誤り処理指標は、物理層パケットのデータ部のうち誤りを含むものの扱いに関する情報

を書き込む領域とする。 

11 コンポーネント識別は、16 値直交階層振幅変調で使用されるコンポーネントを識別するた

めに使用する領域とし、変調方式が 16 値直交階層振幅変調の場合において、当該領域の値が

‘０’のときはベースコンポーネントのみを、値が‘１’のときはベースコンポーネント及び

拡張コンポーネントを使用することを示すものとする。 

12 パディングは、ＦＤＭのビット長が８の整数倍となるように調整するために使用する領域と

し、７ビット以下とする。 

別表第二十四号 ＥＮＬＤＭの構成 

 



 

六
五
 

 

ＳＰＣ

情報長 
未定義 

基準ネット

ワーク数 

 基準ネット

ワーク識別 

ネットワ

ーク数 

 ネットワ

ーク識別 

周波数 

カウント 

 
周波数情報 

 パディ

ング     

５ ３ ８  16 ６  １又は 17 ４  繰り返し   

       繰り返し   

送出順   繰り返し   

注１ ＳＰＣ情報長は、周波数情報に含まれる情報の構成を識別するために使用する領域とする。 

２ 基準ネットワーク数は、周波数情報の基準となるネットワークの数を書き込む領域とする。 

３ 基準ネットワーク識別は、基準となるネットワークを識別するために使用する領域とする。 

４ ネットワーク数は、これより後に続くネットワーク識別の数を書き込む領域とする。 

５ ネットワーク識別は、ネットワークを識別するために使用する領域とする。 

６ 周波数カウントは、これより後に続く周波数情報の繰り返しの数を書き込む領域とする。 

７ 周波数情報は、中心周波数及び当該周波数を用いる送信機に関する情報を書き込む領域とす

る。 

８ パディングは、ＥＮＬＤＭのビット長が８の整数倍となるように調整するために使用する領

域とし、７ビット以下とする。 

別表第二十五号 ＯＩＳの構成 

 



 

六
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現在時間 ネットワーク識別 システム情報 
コントロール 

チャネル情報 
未定義 

47 32 44 33 ４ 

送出順    

 

コントロール 

シーケンス情報 
ＭＬＣ情報 パディング 

   

注１ 現在時間は、現在時間に関する情報を書き込む領域とする。 

２ ネットワーク識別は、ネットワークを識別するために使用する領域とする。 

３ システム情報は、システムの構成に関する情報を書き込む領域とする。 

４ コントロールチャネル情報は、コントロールチャネルＭＡＣプロトコルカプセルを受信する

ために必要な情報を書き込む領域とする。 

５ コントロールシーケンス情報は、一のコントロールプロトコルパケットと同一のＣＰ識別子

を含むコントロールプロトコルパケットのいずれかに含まれる情報が変更されたことを示すた

めに使用する領域とする。 

６ ＭＬＣ情報は、ＭＬＣを受信するために必要な情報を書き込む領域とする。 

７ パディングは、ＯＩＳの長さを調整するために使用する領域とする。 

 



 

六
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別表第二十六号 ＰＰＣ情報の構成 

パケットタイプ識別 送信機識別 送信機情報 割当て情報 ＣＲＣ 

４ 18 24 ３ ７ 

送出順     

注１ パケットタイプ識別は、送信機情報で伝送される情報の種別を識別するために使用する領域

とする。 

２ 送信機識別は、送信機を識別するために使用する領域とする。 

３ 送信機情報は、送信機に関する情報を伝送するために使用する領域とする。 

４ 割当て情報は、当該送信機に関する情報が伝送されるＰＰＣシンボルの配置に関する情報を

伝送するために使用する領域とする。 

５ ＣＲＣは、以下に示す符号化生成多項式により生成されるものとし、回路の各レジスタの初

期値は‘１’とする。ただし、49 ビットを入力した後、スイッチを切替え、７ビットを出力

するものとする。 

符号化生成多項式：ｇ（ｘ）＝ ｘ７＋ｘ６＋ｘ４＋１ 

 



 

六
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□Ｄ E A：１ビット遅延素子を表す。 

A○＋ E A：排他的論理和の演算素子を表す。 

別表第二十七号 ＰＡメッセージの構成 

 

注１ メッセージ識別子は、ＰＡメッセージを示す 0x0000 とする。 

２ バージョンは、ＰＡメッセージのバージョン番号を書き込む領域とする。 

３ メッセージ長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ

‘０’

‘０’

入力

出力

メッセー
ジ識別子

バージョ
ン

メッセー
ジ長

16 ８ 32

送出順

テーブル

繰り返し

テーブル
識別子

テーブル
バージョン

テーブ
ル長

８ ８ 16

テーブ
ル数

８

繰り返し
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４ テーブル数は、このＰＡメッセージに格納するテーブル数を書き込む領域とする。 

５ テーブル識別子は、このＰＡメッセージに格納するテーブルを識別するために使用する領域

とし、割当ては次表に示すとおりとする。 

値 割当て 

0x00-0x10 未定義 

0x11 サブセット０ＭＰテーブル 

0x12 サブセット１ＭＰテーブル 

0x13 サブセット２ＭＰテーブル 

0x14 サブセット３ＭＰテーブル 

0x15 サブセット４ＭＰテーブル 

0x16 サブセット５ＭＰテーブル 

0x17 サブセット６ＭＰテーブル 

0x18 サブセット７ＭＰテーブル 

0x19 サブセット８ＭＰテーブル 

0x1A サブセット９ＭＰテーブル 

0x1B サブセット 10ＭＰテーブル 

0x1C サブセット 11ＭＰテーブル 

0x1D サブセット 12ＭＰテーブル 

0x1E サブセット 13ＭＰテーブル 

0x1F サブセット 14ＭＰテーブル 

0x20 コンプリートＭＰテーブル 

0x21-0x81 未定義 

0x82,0x83 ＥＣＭ 
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0x84,0x85 ＥＭＭ 

0x86 ＣＡテーブル 

0x87-0xFF 未定義 

６ テーブルバージョンは、ＰＡメッセージに格納するテーブルのバージョンとする。 

７ テーブル長は、このＰＡメッセージに格納するテーブルのデータバイト数を書き込む領域と

する。 

８ テーブルは、制御情報を示すものとし、別記に示すものとする。 

別記 ＭＰテーブル 

 



 

七
一
 

 

注１ テーブル識別子の値は、本ＭＰテーブルが完全なＭＰテーブルであれば 0x20 とし、一つ

のパッケージの構成が、いくつかのＭＰテーブルにより記述されるときは、サブセット０か

らサブセット 14 に応じて 0x11 から 0x1F までとする。 

２ バージョンは、テーブルのバージョン番号を書き込む領域とする。 

３ テーブル長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

４ ＭＰＴモードは、ＭＰテーブルがサブセットに分割されているときの動作を示すものと

テーブル
識別子

バー
ジョン

テーブ
ル長

８ ８ 16

送出順

ＭＰテーブ
ル記述子長

ＭＰテーブル
記述子領域

16 ８×Ｎ

アセット
数

８

未定義
ＭＰＴ
モード

６ ２

パッケージ
ＩＤ長

パッケージ
ＩＤバイト

８ ８×Ｎ

識別子
タイプ

アセット
ＩＤ形式

アセット
ＩＤ長

アセット
ＩＤバイト

８ 32 ８ ８×Ｎ

アセット
タイプ

32

未定義
クロック
情報フラグ

７ １

ロケー
ション数

８

ロケーショ
ン情報

アセット
記述子長

アセット
記述子領域

16 ８×Ｎ繰り返し
繰り返し
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し、割当ては次表に示すとおりとする。 

値 割当て 

‘00’ サブセットの順番どおりに処理する。 

‘01’ サブセット０のＭＰテーブルを受信後は、同一のバージョンを持つ任意のサブセ

ットを処理する。 

‘10’ サブセットのＭＰテーブルを任意に処理できる。 

‘11’ 未定義 

５ パッケージＩＤ長は、パッケージＩＤバイトのデータバイト数を書き込む領域とする。 

６ パッケージＩＤバイトは、パッケージＩＤを示すものとする。 

７ ＭＰテーブル記述子長は、ＭＰテーブル記述子領域のデータバイト数を書き込む領域と

する。 

８ ＭＰテーブル記述子領域は、ＭＰテーブルの記述子を格納する領域とする。 

９ アセット数は、本テーブル情報を与えるアセットの数を書き込む領域とする。 

10 識別子タイプの値は、ＭＭＴＰパケットフローのＩＤ体系のうちアセットＩＤを示す

0x00 とする。 

11 アセットＩＤ形式は、映像、音声、データなどの番組要素信号を識別するために使用す

る領域とする。 

12 アセットＩＤ長は、アセットＩＤバイトのデータバイト数を書き込む領域とする。 
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13 アセットＩＤバイトは、アセットＩＤを示すものとする。 

14 アセットタイプは、アセットの種類を示すものとし、割当ては次表に示すとおりとする。 

符号 割当て 

ｈｖｃ１ ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.265 で規定されるＨＥＶＣ映像ストリーム 

ｍｐ４ａ ＩＳＯ／ＩＥＣ 14496-3 で定義される音声ストリーム 

15 クロック情報フラグは、クロック情報識別フィールド及びタイムスケールフラグフィー

ルドが存在する場合は‘１’、存在しない場合は‘０’とする。 

16 ロケーション数は、アセットのロケーション情報の数を示すものとする。 

17 アセット記述子長は、アセット記述子領域の大きさのデータバイト数を書き込む領域と

する。 

18 アセット記述子領域は、アセット情報を示す記述子を格納する領域とする。 

別表第二十八号 Ｍ２セクションメッセージの構成 
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注１ メッセージ識別子の値は、Ｍ２セクションメッセージを示す 0x8000 とする。 

２ バージョンは、Ｍ２セクションメッセージのバージョン番号を書き込む領域とする。 

３ メッセージ長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

４ テーブル識別子は、セクションが属するテーブルの識別のために使用する領域とする。 

５ セクションシンタクス指示の値は、別表第五に示すセクション形式のうち拡張形式を示す

‘１’とする。 

６ セクション長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

メッセージ
識別子

バージョン
メッセージ

長

16 ８ 16

送出順

テーブル
識別子

セクション
シンタクス

指示
‘１’ ‘１１’

セク
ション

長

テーブ
ル識別
拡張

８ １ １ ２ 12 16

‘１１’
バージョン

番号

カレント
ネクスト

指示

セクション
番号

最終セクション
番号

２ ５ １ ８ ８

データ

８×Ｎ

ＣＲＣ

32
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７ バージョン番号は、テーブルのバージョン番号を書き込む領域とする。 

８ カレントネクスト指示は、テーブルが現在使用不可能であり次に有効となることを示す場合

は‘０’とし、テーブルが現在使用可能である場合は、‘１’とする。 

９ セクション番号は、テーブルを構成するセクション番号を書き込む領域とする。 

10 最終セクション番号は、テーブルを構成する最終セクション番号を書き込む領域とする。 

11 ＣＲＣは、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｈ.222.0 に従うものとする。 

別表第二十九号 ＣＡメッセージの構成 

 

注１ メッセージ識別子の値は、ＣＡメッセージを示す 0x8001 とする。 

２ テーブルは、制御情報を示すものとし、別記に示すものとする。 

 別記 ＣＡテーブル 

メッセージ
識別子

バージョ
ン

メッセージ長

16 ８ 16

送出順

テーブル
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注 テーブル識別子の値は、ＣＡテーブルを示す 0x86 とする。 

別表第三十号 伝送制御信号（標準方式第 58 条第４項に関するものに限る。）により伝送される記

述子の構成 

記述子 構成 

ＭＰＵタイムスタンプ記述子 別記第１のとおり 

依存関係記述子 別記第２のとおり 

アクセス制御記述子 別記第３のとおり 

スクランブル方式記述子 別記第４のとおり 

緊急情報記述子 別記第５のとおり 

別記第１ ＭＰＵタイムスタンプ記述子 

テーブル
識別子

バージョ
ン

テーブル長

８ ８ 16

送出順

記述子

繰り返し
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注１ 記述子タグの値は、ＭＰＵタイムスタンプ記述子を示す 0x0001 とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ ＭＰＵシーケンス番号は、タイムスタンプを記述するＭＰＵのシーケンス番号を書き込

む領域とする。 

４ ＭＰＵ提示時刻は、ＩＥＴＦ ＲＦＣ 5905 に規定する 64 ビットＮＴＰタイムスタン

プとする。 

５ 本記述子は、ＭＰテーブルのアセット記述子の領域で伝送するものとする。 

別記第２ 依存関係記述子 

記述子タグ 記述子長

16 ８

ＭＰＵシーケンス
番号

ＭＰＵ提示時刻

32 64

繰り返し
送出順
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注１ 記述子タグの値は、依存関係記述子を示す 0x0002 とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ 依存アセット数は、本記述子が挿入されるアセットとアセットの数を示すものとする。 

４ アセットＩＤ形式は、相補的なアセットのアセットＩＤ形式を示すものとする。 

５ アセットＩＤ長は、相補的なアセットのアセットＩＤバイトのデータバイトを書き込む

領域とする。 

６ アセットＩＤバイトは、相補的なアセットのアセットＩＤを示すものとする。 

７ 本記述子は、ＭＰテーブルのアセット記述子の領域で伝送するものとする。 

別記第３ アクセス制御記述子 

記述子タグ 記述子長

16 16

依存アセット数

８

アセット
ＩＤ形式

アセット
ＩＤ長

アセット
ＩＤバイト

32 ８ ８×Ｎ

繰り返し送出順
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注１ 記述子タグの値は、アクセス制御記述子を示す 0x8004 とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ 限定受信方式識別子は、限定受信方式の種別を示すものとする。 

４ ロケーション情報は、関連情報を含むＭＭＴＰパケットのロケーションを示すものとす

る。 

５ 本記述子は、ＣＡメッセージのＣＡテーブルの記述子の領域又はＭＰテーブルのＭＰテ

ーブル記述子の領域若しくはアセット記述子の領域で伝送するものとする。 

別記第４ スクランブル方式記述子 

 

記述子タグ 記述子長

16 ８

限定受信
方式識別子

ロケーション
情報

データ

16 ８×Ｎ ８×Ｎ

送出順

記述子タグ 記述子長

16 ８

対象レイヤー
識別子

‘111111’
スクランブル
方式識別子

データ

２ ６ ８ ８×Ｎ

送出順
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注１ 記述子タグの値は、スクランブル方式記述子を示す 0x8005 とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ 対象レイヤー識別子は、スクランブル時の暗号化対象（ＩＰパケット及びＭＭＴＰパケ

ット）を示すものとする。 

４ スクランブル方式識別子は、スクランブル時の暗号アルゴリズムの種別を示すものとし

、割当ては次表に示すとおりとする。 

値 割当て 

‘00000000’ 未定義 

‘00000001’ ＡＥＳ（鍵長 128 ビットに限る） 

‘00000010’ Ｃａｍｅｌｌｉａ（鍵長 128 ビットに限る） 

‘00000011’－‘11111111’ 未定義 

５ 本記述子は、ＣＡメッセージのＣＡテーブルの記述子の領域又はＭＰテーブルのＭＰテ

ーブル記述子の領域若しくはアセット記述子の領域で伝送するものとする。 

別記第５ 緊急情報記述子 
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注１ 記述子タグの値は、緊急情報記述子を示す 0x8007 とする。 

２ 記述子長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

３ サービス識別子は、放送番組番号を識別するために使用する領域とする。 

４ 開始／終了フラグは、緊急警報信号の送出開始及び送出中の場合は‘１’とし、終了す

る場合は‘０’とする。 

５ 信号種別は、無線局運用規則第 138 条の２第１項に規定する第一種開始信号を送出する

場合は‘０’とし、同項に規定する第二種開始信号を送出する場合は‘１’とする。 

６ 地域符号長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

７ 地域符号は、昭和 60 年郵政省告示第 405 号別表第１号に定める地域符号を伝送する領域

とする。 

記述子タグ 記述子長

16 ８

送出順

サービス
識別子

開始／終
了フラグ

信号
種別

未定義
地域
符号長

16 １ １ ６ ８

地域
符号

未定義

12 ４

繰り返し

繰り返し
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８ 本記述子は、ＭＰテーブルのＭＰテーブル記述子領域で伝送するものとする。 

別表第三十一号 識別子（標準方式第 58 条第５項に関するものに限る。）の構成 

識別子 構成 

記述子タグ 別表第三十号及びＩＳＯ／ＩＥＣ 23008-1 に従う。 

限定受信方式識別子 別表第三十号に示すとおり。 

スクランブル方式識別子 別表第三十号に示すとおり。 

サービス識別子 別表第三十号に示すとおり。 

別表第三十二号 緊急警報放送メッセージの構成 

メッセージ

識別子 
連続番号 対象種別 データ長 

サービス

識別子 

開始／終

了フラグ 
信号種別 未定義 地域符号長 

８ 16  16 16 １ １ ６ ８ 

送出順         

 

 
地域符号 未定義 

 

 12 ４ 

 繰り返し 

注１ メッセージ識別子は、メッセージの種別を識別するために使用する領域とする。 

２ 連続番号は、緊急警報放送メッセージを識別するために使用する領域とする。 

３ 対象識別は、対象となるエリアを識別するために使用する領域とする。 
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４ データ長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

５ サービス識別子は、放送番組番号を識別するために使用する領域とする。 

６ 開始／終了フラグは、緊急警報放送メッセージの送出開始及び送出中の場合は‘１’とし、

終了する場合は‘０’とする。 

７ 信号種別は、無線局運用規則第 138 条の２第１項に規定する第一種開始信号を送出する場合

は‘０’とし、同項に規定する第二種開始信号を送出する場合は‘１’とする。 

８ 地域符号長は、これより後に続くデータバイト数を書き込む領域とする。 

９ 地域符号は、昭和 60 年郵政省告示第 405 号別表第１号に定める地域符号を伝送する領域と

する。 
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